
○
総
務
省
告
示
第
二
百
九
号

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三

年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
三
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適

合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
様
式
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
総
務

省
告
示
第
六
百
四
十
号
（
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
様

式
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
端
末
機
器
に
付
す
る
文
字
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
七
月
九
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
の
区
別
（
三
桁
）

三

登
録
外
国
適
合
性
評
価
機
関
の
区
別
（
三
桁
）

登
録

外
国
適

合
性

評
価

機
関

区
別

登
録

外
国

適
合
性

評
価

機
関

区
別

［略

］

［同
左

］

Bu
re

au
V
e
r
it
a
s
C
on

su
me
r

Pr
o
d
uc
ts

S
er
v
i
ce
s
,
I
n
c.

20
8

Bu
r
ea

u
V
e
r
it

a
s

C
on

su
me

r
Pr

o
d
uc
ts

S
er
v
i
ce
s
,

I
nc

.
2
0
8

M
iC
O
M
L
ab
s

2
10

［略

］

［同
左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


